
（別紙１） 
法第１１条第１項に基づく請求の場合（ただし、「犯罪捜査等のための請求」の場合を除く。） 

 

第    号 

  年  月  日 

 

（あて先）埼玉県入間市長 

 

請求者住所 

 

請 求 者            ㊞ 

 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について 

 

 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の規定に基づき、下記のとお

り住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

 

請 求 機 関 の 名 称  

閲 覧 年 月 日   年  月  日（  ） 

閲 覧 者 職名  氏名  

事 務 責 任 者 職名  氏名  

請 求 事 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求に係る住民の範囲  

 

※この申請は、特別な請求がない限り、閲覧対象者にドメスティック・バイオレンス

及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている者を含まない申請であると

みなします。 

 



（別紙２） 
法第１１条第１項に基づく請求のうち、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明

らかにすることが事務の性質上困難なものの場合 

 

第    号 

  年  月  日 

 

（あて先）埼玉県入間市長 

 

請求者住所 

 

請 求 者            ㊞ 

 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について 

 

 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の規定に基づき、下記のとお

り住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

 

請 求 機 関 の 名 称  

閲 覧 年 月 日   年  月  日（  ） 

閲 覧 者 職名  氏名  

事 務 責 任 者 職名  氏名  

請求を必要とする事務 

の 内 容 
 

根 拠 法 令  

請求事由を明らかにす 

ることが困難な理由 

 

 

 

 

 

請求に係る住民の範囲  

 

※この申請は、特別な請求がない限り、閲覧対象者にドメスティック・バイオレンス

及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている者を含まない申請であると

みなします。 

 



（別紙３） 
法第１１条の２第１項に基づいて申出する場合 

 

住民基本台帳閲覧申出書 

（個人又は法人による申出用） 

 

（あて先）埼玉県入間市長 

  年  月  日 

 

氏  名 

（法人名及び代表者名） （自署又は押印）㊞
申 出 者

住所（所在地）  

氏  名 

（法人名及び代表者名） （自署又は押印）㊞
（※共同申出者がいる場合）

住所（所在地）  

閲 覧 年 月 日   年  月  日（  ） 

閲覧事項の利用目的  

申出に係る住民の範囲  

氏  名  

閲 覧 者

住  所  

 

閲覧事項取扱者の範囲

（ ※ 法 人 の 場 合 ）
活 動 責 任 者

 

住所（又は役職名） 

 

氏名 

 

閲覧事項の管理方法

 

 

 

成果の取扱い  
（
※
調
査
研

究
に
利
用
す

る
場
合
） 

実 施 体 制  

氏  名 

（法人名及び代表者名）
 

（※委託者がいる場合）

住所（所在地）  

※この申請は、特別な請求がない限り、閲覧対象者にドメスティック・バイオレンス

及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている者を含まない申請であると

みなします。 



（別紙５）  
 

  年  月  日  
 
（あて先）埼玉県入間市長  
 
 

個人情報に関する管理・処分報告書 
 
 
                    閲覧申請者  
                    法人名又は個人名  
                   （代表者名）            ㊞  
 
 

対応方法  
個人情報の管理・処分方法、閲覧者への指導内容等を具体的に記入してください。  
（例）社内でデータベース化し、施錠のある保管庫で管理している。  
   閲覧者には外部に情報を漏らさないように厳しく指導している。  
   データは１年間保存し、社内にて消去している。・・・等  
 

 

 

 

 

 
 
（参 考）  
 ○住民基本台帳法第５１条関係  
  偽りその他不正の手段により、住民基本台帳法第１１条の２第１項の規定による住民

基本台帳の一部の写しの閲覧を受けたものは、３０万以下の過料に処せられます。  
 ○個人情報の保護に関する法律第５６条関係  
  個人情報の取り扱い事業者が、偽りその他不正の手段により個人情報を取得した場合

等には、個人情報の保護に関する法律第１７条違反として、同法第３４条に基づく当該

違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の主務大臣の勧告

及び命令の対象となります。命令に違反したものは、６ヶ月以下の懲役又は３０万円以

下の罰金に処せられます。  



（別紙６）  
 

誓   約   書  
 

  年  月  日  
 
（あて先）埼玉県入間市長  
 
 

住民基本台帳補助簿の閲覧によって知りえた事項は、閲覧申出書に記載した目

的以外には使用しないことを誓約いたします。  
 
 
 申出者  
 法人名又は個人名                           
 
 代表者名                         ㊞     
 
 住  所                               
 
 閲覧者  
 氏  名                         ㊞     
 
 住  所                               


	閲覧請求書_H18.11.1）.pdf
	管理処分報告書_H18.11.1）.pdf
	誓約書／許可書_H18.11.1）.pdf

